
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が

あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
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神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

委
員
長 

服 

部 

圭 
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（一） 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
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の 
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代
表
者 

 
 
 

解
散
年
月
日  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
氏
名 

 
 
  

 
 
 
 
  

 

 

氏
家
秀
太
（
う
じ
け
し
ゅ
う
た
）
と
わ
く
わ
く
市
政
を
つ
く
る
市
民
の
会 

 
 

長
久 

栄
子 

 

四
、
一
〇
、
二
〇 

 

か
い
せ
い
未
来
ラ
ボ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
上 

慎
司 

 

四
、
一
〇
、
一
六 

 

三
浦
の
ぶ
ひ
ろ
を
励
ま
す
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
田 

 

聡 
 

四
、 

九
、
三
〇 

 

わ
く
わ
く
海
老
名
を
つ
く
る
市
民
の
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木
寺 

 

淳 
 

四
、
一
〇
、
二
〇 


